
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和４年７月８日（２０２２．７．８）

【登録番号】商標登録第６４９９９７０号（Ｔ６４９９９７０）
【掲載公報発行日】令和４年１月２７日（２０２２．１．２７）
【年通号数】登録公報（商標）２０２２－０１２

【区分】４２
【出願番号】商願２０２１－８３６３０（Ｔ２０２１－８３６３０）

【訂正要旨】令和４年３月３０日（２０２２．３．３０）発行の「商標公報の訂正」は取消す。本件「商標公
報」は【商標法第６８条の３２第１項適用】、【商標法第６８条の３７適用】の表示の脱落により下記のとお
り訂正する。

（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和４年１月２７日（２０２２．１．２７）
【公報種別】商標公報

（１１１）【登録番号】商標登録第６４９９９７０号（Ｔ６４９９９７０）
（１５１）【登録日】令和４年１月１７日（２０２２．１．１７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第４２類　ダウンロードできないコンピュータソフトウエアのオンラインでの一時使用の提供，ダウンロード

できないコンピュータアプリケーションソフトウエアのオンラインでの一時使用の提供，ダウンロードできな
いコンピュータソフトウエア、すなわちデジタルオーディオの操作用及び音の改善用ソフトウエアのオンライ

ンでの一時使用の提供，ダウンロードできないコンピュータソフトウエア、すなわち電子信号又はデジタル信
号の処理用・記録用・再生用・ストリーミング用・送信用及び受信用のソフトウエアのオンラインでの一時使
用の提供，ダウンロードできないコンピュータソフトウエア、すなわち補聴器用及び聴覚器具用ソフトウエア

のオンラインでの一時使用の提供，ダウンロードできないコンピュータソフトウエア、すなわち音質の向上用
ソフトウエアのオンラインでの一時使用の提供，ダウンロードできないコンピュータソフトウエア、すなわち
オーディオ信号・ファイル及び音響の制作用・処理用・測定用・分析用・記録用・増幅用・強化用・複製用・

送信用・制御用・試験用・受信用及び再生用のソフトウエアのオンラインでの一時使用の提供，拡張現実及び
仮想現実におけるオーディオ技術に関するダウンロードできないコンピュータソフトウエアのオンラインでの
一時使用の提供 　　　　
【国際分類第１１版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２１－８３６３０（Ｔ２０２１－８３６３０）

（２２０）【出願日】令和３年７月５日（２０２１．７．５）
（３１０）【優先権主張番号】ＬＳ／Ｍ／２０１７／１３
（３２０）【優先日】平成２９年１月１８日（２０１７．１．１８）

（３３０）【優先権主張国・地域又は機関】レソト（ＬＳ）
（３１０）【優先権主張番号】ＬＳ／Ｍ／２０１７／２
（３２０）【優先日】平成２９年１月１０日（２０１７．１．１０）

（３３０）【優先権主張国・地域又は機関】レソト（ＬＳ）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０００４６４３８

【氏名又は名称】マイクロソフト　コーポレーション



(2) 商標公報６４９９９７０

【氏名又は名称原語表記】ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【住所又は居所】アメリカ合衆国　ワシントン州　９８０５２－６３９９　レッドモンド　ワン　マイクロソ

フト　ウェイ
【住所又は居所原語表記】Ｏｎｅ　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗａｙ，Ｒｅｄｍｏｎｄ　ＷＡ　９８０５２－５３
２１　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７９１０８

【弁理士】
【氏名又は名称】稲葉　良幸
（７４０）【代理人】

【識別番号】１０００８０９５３
【弁理士】
【氏名又は名称】田中　克郎

（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１０９５２０
【弁理士】

【氏名又は名称】石田　昌彦
【商標法第６８条の３２第１項適用】議定書第６条（４）の規定により取り消された国際登録の国際登録番号
は第１３７３２６０号であり、その国際登録日は平成２９年７月９日である。

【商標法第６８条の３７適用】本件は、商標法第６８条３７の規定により、登録異議の申し立ての対象から除
外される。

【法区分】平成２３年改正
【審査官】北口　雄基
（５６１）【称呼（参考情報）】ウインドーズソニック、ウインドーズ、ソニック

【検索用文字商標（参考情報）】ＷＩＮＤＯＷＳＳＯＮＩＣ
【類似群コード（参考情報）】
第４２類　４２Ｘ１１


